
広島労働局
尾道労働基準監督署

管内の労働災害発生状況のお知らせ
～建設業における墜落災害が後を絶ちません～

建設業では、 の墜落災害（休業４日以上）が発生しています。

今年（8月末現在）は しております。年末にかけて、注意が必要です！

（はしご等からの墜落）
・脚立を使用しての作業中、身体のバランスを崩し転落

（建築物等からの墜落）
・屋根の上で作業中、手すり等の設置がなかったため、足を滑らせ屋根の端から転落
・スレート屋根の上で作業中、スレート屋根を踏み抜き墜落
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建設業における墜落災害の推移

よくある事例

建設業における墜落災害の休業期間の割合
（令和元年、令和２年、令和３年８月現在）
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長い休業期間

約８割の方が、１か月以上の休業をされています！
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出典：労働者死傷病報告（Ｒ３年以外は確定値）
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（参考）
リーフレット
「はしごや脚立から
の墜落・転落災害
をなくしましょう」

ここ10年間、ほぼ毎年スレート踏み抜き災害が発生しています。

そのほとんどが後遺障害を伴うこととなり、死亡災害も発生しています。

～ 墜落災害防止対策の例 ～

はしご・脚立からの墜落災害について

スレートは薄い氷の上と同じです。割れます！


